
回答書 
令和 7 年 6 月 17 日 

 
韮崎市第８次総合計画策定業務委託に係る質問について、下記のとおり回答します。 

１ 質問事項 

実施要領 

５ 企画提案書等の提出 

  ⑴ 提出書類 

   ⑤ 企画提案書 

    ㋑ 業務実績 

     ※ 直近３ケ年に実施した同種又は類似の業務実績 

  

と記載がありますが、直近３ケ年に受注して業務実施中のものも含まれます

か。直近３ケ年に完了したものに限られますか。 

回答 

 受注実績ではありませんので、業務が完了した実績の記載をお願いします。 

 しかし、受注実績の記載を妨げるものではありませんので、併せて記載いただ

いて構いません。 

 

 

２ 質問事項 

仕様書 

４ 委託業務の内容  

⑵ 住民等意向調査 

① 住民等アンケート調査の実施 

 

「標本抽出は市で実施する。」とありますが、各種アンケートの実施に当た

り、宛名ラベルの作成まで市で実施していただけるという理解でよろしいでしょ

うか。 

回答 

 標本抽出は市で実施しますが、宛名ラベルの作成については、抽出データを提

供いたしますので、個人情報に十分注意し、提案者でご対応ください。 

 

 

 



 

３ 質問事項 

仕様書 

４ 委託業務の内容 

⑶ 会議等の運営支援 

 

「計画策定に必要な内容は提案可能」とのことですので、各種検討会議の回数

は、必要に応じて回数を増やす提案をしても差し支えないという理解でよろしい

でしょうか。 

回答 

ご認識のとおりです。 

４ 質問事項 

令和７年度、令和８年度のそれぞれに支払限度額が設定されており、２年度目

のほうの金額が大きくなっています。仕様書の業務項目のうち、７年度に実施す

るものと８年度に実施するものは明確に区別されているのでしょうか？ 

それとも、限度額の範囲内で任意に流動させても良いのでしょうか？（例え

ば、アンケートやワークショップを１年目、２年目にわけて実施する等） 

市としての想定やルールがありましたらご教示ください。 

回答 

 仕様書 

４ 委託業務の内容 

 に記載の内容の実施時期は、概ね、スケジュールに記載のとおりです。 

 その中で、それぞれの年度の限度額の範囲内であって、「仕様書 ２ 業務の目

的」を達成できるのであれば、仕様書に記載の内容の実施時期は、任意に提案し

ていただいて構いません。 

 


